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指
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告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
七
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
赤
坂
一
〇
五
の
一
九
、
一
〇
六
の
二
、
一
〇
六
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

青
森
県
告
示
第
八
百
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所
に
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青 森 県 報�������	��
 	�
 第2268号�

氏

名

住

所

施
術
所
の

名

称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

工
藤
十
郎

弘
前
市
大
字
取
上
四

丁
目
三
の
一

取
上
針
灸
整

骨
院

弘
前
市
大
字
取
上
四

丁
目
三
の
一

平
成

��

･

�･

��

高
橋
悟

八
戸
市
類
家
四
丁
目

五
の
二
一

八
戸
長
生
館

八
戸
市
類
家
四
丁
目

五
の
二
一

��･

��･

�

留
目
潮

八
戸
市
根
城
四
丁
目

八
の
一
五

和
楽
堂
治
療

院

八
戸
市
根
城
四
丁
目

八
の
一
五

��･

��･

�	

田
名
部
洋
子

八
戸
市
石
堂
二
丁
目

二
九
の
二
〇

田
名
部
指
圧

セ
ン
タ
ー

八
戸
市
石
堂
二
丁
目

二
九
の
二
〇

��･

��･

�


�
�
�
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備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

湯
舟
三
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標
柱
六

号
を
結
ん
だ
線
は
町
道
安
田
橋
小
屋
敷
線
右
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線

は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
八
百
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

船
橋
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
七
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
六
号
と
標
柱
七

号
を
結
ん
だ
線
は
町
道
市
内
一
〇
〇
―
一
八
号
線
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を

結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
八
百
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号

(

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十

風
合
瀬
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
一
号
と
標
柱
十
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号

と
標
柱
十
三
号
を
結
ん
だ
線
は
国
道
一
〇
一
号
左
側
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を

結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青 森 県 報平成15年12月22日 月曜日 第2268号 �

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

〃〃〃〃〃

湯
舟
町

〃〃〃〃〃

安
田

若
山

〃〃安
田

〃

一
六
一

三
の
三
二

三
の
三
二

三
の
三
八

一
六
二

一
六
一

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七

上
北
郡
野
辺
地
町

〃〃〃〃〃〃

寺
の
沢

船
橋

〃〃〃〃〃

一
五
の
五

九
の
五
七

九
の
六
二

九
の
六
二

九
の
六
三

九
の
一
〇
〇

九
の
一
四
二

� �
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青
森
県
告
示
第
八
百
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
道
路
事
業
を
平
成
十
五
年
十
二
月
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
二
・
二
号
内
環
状
線)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
及
び
豊
田
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

青
森
県
告
示
第
八
百
十
二
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
一
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
証

紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
三
五
の
一

有
限
会
社
浜
中
書
店

青
森
県
告
示
第
八
百
十
三
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
三
五
の
一

�

中

�
三

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
三
五
の
一

公

告

青 森 県 報�������	��
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

風
合
瀬

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

上
砂
子
川

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

一
四
五
の
二

一
四
四
の
八
七

一
四
四
の
八
七

一
四
四
の
八
七

一
四
四
の
八
七

一
四
四
の
八
七

一
四
四
の
八
七

一
四
四
の
八
七

一
四
四
の
八
六

一
四
四
の
八
六

一
四
四
の
八
六

一
四
四
の
八
六

一
四
四
の
八
五

� �
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大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
む
つ
新
町
店

む
つ
市
新
町
一
二
の
一
〇
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

反
田
悦
生

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
む
つ
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
む
つ
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
就
任

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青
森
市
大
野
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
、
次
の
と
お
り
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成15年12月22日 月曜日 第2268号 �

氏
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柴
田

欽
一
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田

正
行

青
森
市
橋
本
三
丁
目
二
一
の
一
八

青
森
市
大
字
大
野
字
玉
島
三
六

青
森
市
大
字
大
野
字
片
岡
二
四
の
四

青
森
市
浪
打
一
丁
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二
の
一
三

青
森
市
青
葉
二
丁
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二
の
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六
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市
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字
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字
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市
大
字
合
子
沢
字
松
森
四
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販
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市
古
川
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丁
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一
七
番
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東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
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曜
日
発
行


